
秋田市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第32号

秋田市議会委員会条例の一部を改正する条例

秋田市議会委員会条例（昭和42年秋田市条例第21号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第２項総務委員会の項中「企画財政部」を「企画政策部、財政

部」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例（以下「改正前の

条例」という。）の規定に基づく総務委員会の委員、委員長および副委

員長は、改正後の秋田市議会委員会条例（以下「改正後の条例」とい

う。）の規定による総務委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞ

れ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定

による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

３ この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会に付託さ

れている請願および陳情は、改正後の条例の規定による総務委員会に付

託された請願および陳情とみなす。

４ この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会における

所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による総務委

員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。


